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議案第 ３６ 号  

 

周南市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和２年２月２６日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子        

 

周南市営住宅条例の一部を改正する条例 

周南市営住宅条例（平成15年周南市条例第217号）の一部を次のように改正する。 

第５条第７号中「又は既存入居者若しくは同居者」を「、既存入居者又は同居者」

に、「により、」を「その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみ

て」に改める。 

第９条第６項中「寡婦」の次に「（寡夫）」を加える。 

第11条第１項第１号を次のように改める。 

(１) 請書を提出すること。 

第14条に次の１項を加える。 

４ 市長は、市営住宅の入居者（介護保険法（平成９年法律第123号）第５条の２第

１項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）にいう

知的障害者その他の公営住宅法施行規則第８条で定める者に該当する者に限る。）

が第１項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に

応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入

居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第２条で定めるところにより、法第34

条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第９条で定める方法

により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時から

の経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることが

できる。 

第15条第２項ただし書を削り、同条第３項中「申告」の次に「又は法第34条の規定



- 2 - 

による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第９条で定める方法により把握

した入居者の収入」を加える。 

第18条第４項を同条第５項とし、同条第３項ただし書中「未納の家賃」を「賃貸借

に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないとき

は、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者

は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の

不履行の弁済に充てることを請求することができない。 

第20条第１項を次のように改める。 

市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を

入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。 

第20条第３項を削り、同条第４項中「第１項各号に掲げる」を「市営住宅及び共同

施設の」に、「同項」を「第１項」に、「従い修繕し」を「従い、修繕し」に改め、

同項を同条第３項とする。 

第21条第４号を次のように改める。 

(４) 前条第１項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び

共同施設の修繕に要する費用 

第30条第１項中「第14条第１項」の次に「及び第４項」を加え、同条第２項中「第

８条第２項」の次に「又は第３項」を加える。 

第32条第１項中「及び」の次に「第４項並びに」を加える。 

第35条第１項、第38条及び第39条中「第14条第１項」の次に「若しくは第４項」を

加える。 

第45条中「第36条及び第40条」を「第36条、第40条及び第67条」に改める。 

第52条第１項及び第53条中「第14条第１項」の次に「若しくは第４項」を加える。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考）  

周南市営住宅条例新旧対照表  

現行  改正案 

（公募の例外） （公募の例外）  

第５条  市長は、次 に掲げる理由に 係る者を、公募を行わず 、

市営住宅に入居させることができる。 

第５条  市 長は、次 に掲げる理 由に 係る者を、 公募を行わず 、

市営住宅に入居させることができる。 

(１ )～ (６ ) （略） (１ )～ (６ ) （略） 

(７ ) 現 に市営住宅 に入居している者（ 以下この号にお いて

「既存 入居者」 という。）の同居者の人数に増減があ っ た

こと又 は既存入 居者若しくは同居者が加齢、病気等に よ っ

て日常 生活に身 体の機能上の制限を受ける者となった こ と

により 、市長が 入居者を募集しようとしている市営住 宅 に

当該既存入居者が入居することが適切であること。  

(７ ) 現 に市 営住宅 に入居して いる 者（以下こ の号において

「既 存 入居 者 」とい う。 ） の同 居 者の人数に 増 減が あっ た

こと 、 既存 入 居者又 は同 居 者が 加 齢、病気等 に よっ て日 常

生活 に 身体 の 機能上 の制 限 を受 け る者となっ た こと その 他

既存 入 居者 又 は同居 者の 世 帯構 成 及び心身の 状 況か らみ て

市長 が 入居 者 を募集 しよ う とし て いる市営住 宅 に当 該既 存

入居者が入居することが適切であること。 

(８ ) （略）  

 

(８ ) （略）  

 

（入居者の選考）  （入居者の選考）  

第９条 （略） 第９条 （略）  

２～５ （略） ２～５ （略）  

６  市長は、第１項 に規定する者の うち、 20歳未満 の子を扶 養

している寡婦 、引揚者、炭鉱離職 者 、老人、心身障害者 及び

市長が定める 基準の収入を有する 低 額所得者で速やかに 市営

住宅に入居す ることを必要として い るものについては、 第２

項から前項ま での規定にかかわら ず 、市長が割当てをし た市

営住宅に優先的に選考して入居させることができる。  

 

６  市長は 、第１項 に規定する 者の うち、 20歳未満の子を扶 養

して いる寡婦（寡夫）、引揚 者、 炭 鉱離職者、老人、 心 身障

害者 及び市長が定める基準の 収入 を 有する低額所得者 で 速や

かに 市営住宅に入居すること を必 要 としているものに つ いて

は、 第２項から前項までの規 定に か かわらず、市長が 割 当て

を し た 市 営 住 宅 に 優 先 的 に 選 考 し て 入 居 さ せ る こ と が で き

る。 
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現行 改正案 

 

（住宅入居の手続） （住宅入居の手続）  

第 11条  市営住宅の 入居決定者は、 第８条第２項の通知を受 け

た 日 か ら 10日 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 手 続 を し な け れ ば な ら な

い。 

第 11条  市 営住 宅の 入居決 定者 は、第８ 条第２項の通知を受 け

た 日 か ら 10日 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 手 続 を し な け れ ば な ら な

い。 

(１ ) 市 長が定める 資格を有する連帯保 証人２人の連署 する

請書を 提出する こと。ただし、特別な事情があると認 め る

者に対 しては、 請書に連帯保証人の連署を必要としな い こ

ととすることができる。 

(１ ) 請書を提出すること。 

(２ ) （略）  (２ ) （略）  

２～４  （略）  

 

２～４  （略）  

 

（家賃の決定） （家賃の決定）  

第 14条  （略）  第 14条  （略）  

２・３  （略）  ２・３ （略）  

＿  ＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿ ＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

４  市長は 、市営住 宅の入居者 （介 護保険法（ 平成９年法律 第

123号）第５条の２第１項に規定する認知症である者、知的障

害者 福祉法（昭和 35年法 律第 37号 ）にい う知 的障害者 その他

の 公 営 住 宅 法 施 行 規 則 第 ８ 条 で 定 め る 者 に 該 当 す る 者 に 限

る。 ）が第１項に規定する収 入の 申 告をすること及び 法 第 34

条の 規定による報告の請求に 応じ る ことが困難な事情 に ある

と認 めるときは、同項の規定 にか か わらず、当該入居 者 の市

営住 宅の毎月の家賃を、毎年 度、 令 第２条で定めると こ ろに

より 、法第 34条 の規定に よる 書類の閲覧の請求そ の他 の公営

住宅 法施行規則第９条で定め る方 法 により把握した当 該 入居



 

-
 
5
 
-
 

現行 改正案 

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

者の 収入及び当該市営住宅の 立地 条 件、規模、建設時 か らの

経過 年数その他の事項に応じ 、か つ 、近傍同種の住宅 の 家賃

以下で定めることができる。 

 

（収入の申告等）  （収入の申告等）  

第 15条  （略）  第 15条  （略）  

２  前項に規定する 収入の申告は、 公営住宅法施行規則第７ 条

に規定する方 法によるものとする 。 ただし、法第 16条第 ４項

に規定する者は、その定める方法による。 

２  前項に 規定する 収入の申告 は、 公営住宅法 施行規則第７ 条

に規定する方法によるものとする。  

３  市長は、第１項 の規定による収 入の申告に基づき、収入 の

額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。  

３  市長は 、第１項 の規定によ る収 入の申告又 は法第 34条の 規

定に よる書類の閲覧の請求そ の他 の 公営住宅法施行規 則 第９

条で 定める方法により把握し た入 居 者の収入に基づき 、 収入

の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。 

４  （略）  

 

４  （略）  

 

（敷金） （敷金） 

第 18条  （略）  第 18条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

＿  ＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿ ＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿ 

３  入居者 が賃貸借 に基づいて 生じ た金銭の給 付を目的とす る

債務 を履行しないときは、市 は敷 金 をその債務の弁済 に 充て

るこ とができる。この場合に おい て 、入居者は市に対 し 、敷

金を もって賃貸借に基づいて 生じ た 金銭の給付を目的 と する

債 務 の 不 履 行 の 弁 済 に 充 て る こ と を 請 求 す る こ と が で き な

い。 

３  第１項に規定す る敷金は、入居 者が住宅を明け渡すとき 、 ４  第１項 に規定す る敷金は、 入居 者が住宅を 明け渡すとき 、
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現行 改正案 

これを還付す る。ただし、未納の 家 賃又は損害賠償金が ある

ときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。 

これ を還付する。ただし、賃 貸借 に 基づいて生じた金 銭 の給

付を 目的とする債務の不履行 又は 損 害賠償金があると き は、

敷金のうちからこれを控除した額を還付する。 

４  （略）  

 

５  （略）  

 

（修繕費用の負担） （修繕費用の負担）  

第 20条  次に掲げる費用は、市の負担とする。 第 20条  市 営住 宅及 び共同 施設 の修繕に 要する費用は、市長 が

その 修繕に要する費用を入居 者が 負 担するものとして 定 める

ものを除いて、市の負担とする。  

(１ ) 市 営住宅の修 繕に要する費用。た だし、畳の表替 え、

ふすま 紙の張り 替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅 器 そ

の他附 帯施設の 構造上重要でない部分の修繕に要する 費 用

を除く。 

＿＿  ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿

＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿

＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿

＿＿＿＿ 

(２ ) 共同施設の修繕に要する費用  ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

２  （略）  ２  （略）  

３  第１項第１号に 掲げるものを除 くほか、市営住宅の修繕 に

要する費用は 、市長の定めるとこ ろ によりその全部又は 一部

を入居者に負担させることができる。 

＿  ＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４  入居者の責めに 帰すべき事由に よって第１項各号に掲げ る

修繕の必要が 生じたときは、同項 の 規定にかかわらず、 入居

者は、市長の 選択に従い修繕し、 又 はその費用を負担し なけ

ればならない。 

 

３  入居者 の責めに 帰すべき事 由に よって市営 住宅及び共同 施

設 の 修 繕 の 必 要 が 生 じ た と き は 、 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら

ず、 入居者は、市長の選択に 従い 、 修繕し、又はその 費 用を

負担しなければならない。 

 

（入居者の費用負担義務） （入居者の費用負担義務） 

第 21条  次に掲げる費用は、入居者の負担とする。  第 21条  次に掲げる費用は、入居者の負担とする。  
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現行 改正案 

(１ )～ (３ ) （略） (１ )～ (３ ) （略） 

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、市長が定める費用  

 

(４ ) 前 条第 １項に おいて市が 負担 することと されているも

の以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用  

 

（収入超過者に対する家賃） （収入超過者に対する家賃） 

第 30条  第 28条第１ 項の規定により 、収入超過者と認定され た

入居者は、第 14条第１項の規定に か かわらず、当 該認定に係

る期間（当該 入居者が期間中に市 営 住宅を明け渡した場 合に

あっては当該 認定の効力が生じる 日 から当該明渡しの日 まで

の間）、毎月 、次項に規定する方 法 により算出した額を 家賃

として支払わなければならない。  

第 30条  第 28条第１ 項の規定に より 、収入超過者と 認定 された

入居 者は、第 14条第 １項 及び第４ 項の規定に かか わらず、当

該認 定に係る期間（当該入居 者が 期 間中に市営住宅を 明 け渡

した 場合にあっては当該認定 の効 力 が生じる日から当 該 明渡

しの 日までの間）、毎月、次 項に 規 定する方法により 算 出し

た額を家賃として支払わなければならない。 

２  市長は、前項に 定める家賃を算 出しようとするときは、 収

入超過者の収 入を勘案し近傍同種 の 住宅の家賃以下で、 令第

８条第２項に規定する方法によらなければならない。  

２  市長は 、前項に 定める家賃 を算 出しようと するときは、 収

入超 過者の収入を勘案し近傍 同種 の 住宅の家賃以下で 、 令第

８条 第２項又は第３項に規定 する 方 法によらなければ な らな

い。 

３  （略）  

 

３  （略）  

 

（高額所得者に対する家賃等）  （高額所得者に対する家賃等） 

第 32条  第 28条第２ 項の規定により 高額所得者と認定された 入

居 者 は 、 第 14条 第 １ 項 及 び 第 30条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら

ず、当該認定 に係る期間（当該入 居 者が期間中に市営住 宅を

明け渡した場 合にあっては、当該 認 定の効力が生ずる日 から

当該明渡しの 日までの間）、毎月 、 近傍同種の住宅の家 賃を

支払わなければならない。 

第 32条  第 28条第２ 項の規定に より 高額所得者と認 定さ れた入

居者 は、第 14条 第１項及 び第 ４項並びに第 30条第 １項の規定

にか かわらず、当該認定に係 る期 間 （当該入居者が期 間 中に

市営 住宅を明け渡した場合に あっ て は、当該認定の効 力 が生

ずる 日から当該明渡しの日ま での 間 ）、毎月、近傍同 種 の住

宅の家賃を支払わなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略）  
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（収入状況の報告の請求等） （収入状況の報告の請求等） 

第 35条  市長は、第 14条第１項、第 30条第１項若し くは第 32条

第１項の規定 による家賃の決定、 第 16条（第 30条第３項 又は

第 32条第３項 において準用する場 合 を含む。）の規定に よる

家賃若しくは 金銭の減免若しくは 徴 収の猶予、第 18条第 ２項

の規定による 敷金の減免若しくは 徴 収の猶予、第 31条第 １項

の規定による 明渡しの請求、第 33条の規定に よるあっせ ん等

又は第 37条の 規定による市営住宅 へ の入居の措置に関し 必要

があると認め るときは、入居者の 収 入の状況について、 当該

入居者若しく はその雇主、その取 引 先その他の関係人に 報告

を求め、又は 官公署に必要な書類 を 閲覧させ、若しくは その

内容を記録させることを求めることができる。 

第 35条  市 長は 、第 14条第 １項若し くは 第４項、第 30条第１項

若し くは第 32条 第１項の 規定 による家賃の決定、 第 16条（第

30条 第 ３ 項 又 は 第 32条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。 ）の規定による家賃若し くは 金 銭の減免若しくは 徴 収の

猶予 、第 18条 第 ２項の規 定に よる敷金の減免若し くは 徴収の

猶予 、第 31条 第 １項の規 定に よる明渡しの請求、 第 33条の規

定に よるあっせん等又は第 37条の 規定による 市営 住宅への入

居の 措置に関し必要があると 認め る ときは、入居者の 収 入の

状況 について、当該入居者若 しく は その雇主、その取 引 先そ

の他 の関係人に報告を求め、 又は 官 公署に必要な書類 を 閲覧

させ 、若しくはその内容を記 録さ せ ることを求めるこ と がで

きる。 

２・３ （略） 

 

２・３  （略）  

 

（市営住宅建替事業に係る家賃の特例）  （市営住宅建替事業に係る家賃の特例）  

第 38条  市長は、前 条の申出により 市営住宅の入居者を新た に

整備された市 営住宅に入居させる 場 合において、新たに 入居

する市営住宅 の家賃が従前の市営 住 宅の最終の家賃を超 える

こととなり、 当該入居者の居住の 安 定を図るため必要が ある

と認めるとき は、第 14条第１項、 第 30条第１ 項又は第 32条第

１項の規定に かかわらず、令第 12条で定める ところによ り当

該入居者の家賃を減額するものとする。  

 

第 38条  市 長は 、前 条の申 出に より市営 住宅の入居者を新た に

整備 された市営住宅に入居さ せる 場 合において、新た に 入居

する 市営住宅の家賃が従前の 市営 住 宅の最終の家賃を 超 える

こと となり、当該入居者の居 住の 安 定を図るため必要 が ある

と認 めるときは、第 14条第１項若 しくは第４ 項、 第 30条第１

項又 は第 32条 第 １項の規 定に かかわらず、令第 12条で定める

ところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。 
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（市営住宅の 用途の廃止による他 の 市営住宅への入居の 際の

家賃の特例）  

（市 営住宅の用途の廃止によ る他 の 市営住宅への入居 の 際の

家賃の特例）  

第 39条  市長は、法 第 44条第３項の 規定による市営住宅の用 途

の廃止による 市営住宅の除却に伴 い 当該市営住宅の入居 者を

他の市営住宅 に入居させる場合に お いて、新たに入居す る市

営住宅の家賃 が従前の市営住宅の 最 終の家賃を超えるこ とと

なり、当該入 居者の居住の安定を 図 るため必要があると 認め

るときは、第 14条第１項、第 30条 第 １項又は第 32条第１ 項の

規定にかかわ らず、令第 12条で定めるところ により当該 入居

者の家賃を減額するものとする。  

 

第 39条  市 長は 、法 第 44条第３ 項の 規定による市営 住宅 の用途

の廃 止による市営住宅の除却 に伴 い 当該市営住宅の入 居 者を

他の 市営住宅に入居させる場 合に お いて、新たに入居 す る市

営住 宅の家賃が従前の市営住 宅の 最 終の家賃を超える こ とと

なり 、当該入居者の居住の安 定を 図 るため必要がある と 認め

ると きは、第 14条第 １項 若しくは 第４項、第 30条第１ 項又は

第 32条第 １項 の 規定にか かわ らず、令第 12条で定 めるところ

により当該入居者の家賃を減額するものとする。 

 

（準用） （準用） 

第 45条  社会福祉法 人等による市営 住宅の使用に当たっては 、

第 17条 か ら 第 27条 ま で 、 第 36条 及 び 第 40条 の 規 定 を 準 用 す

る。この場合 において、これらの 規 定中「家賃」とある のは

「 使 用 料 」 と 、 「 入 居 者 」 と あ る の は 「 社 会 福 祉 法 人 等 」

と、第 17条第 １項中「第 11条第４項」とある のは「第 43条第

２ 項 」 と 、 「 入 居 可 能 日 」 と あ る の は 「 使 用 開 始 可 能 日 」

と、「第 31条 第１項又は第 36条第１項」とあ るのは「第 36条

第１項」と、 「第 41条第１項」と あ るのは「第 48条」と 読み

替えるものとする。 

 

第 45条  社 会福 祉法 人等に よる 市営住宅 の使用に当たっては 、

第 17条か ら第 27条ま で、第 36条、第 40条 及び 第 67条の規 定を

準用 する。この場合において 、こ れ らの規定中「家賃 」 とあ

るの は「使用料」と、「入居 者」 と あるのは「社会福 祉 法人

等」 と、第 17条 第１項中 「第 11条 第４項」と ある のは「第 43

条 第 ２ 項 」 と 、 「 入 居 可 能 日 」 と あ る の は 「 使 用 開 始 可 能

日」 と、「第 31条第 １項 又は第 36条第１ 項」 とあるの は「第

36条第１ 項」 と 、「第 41条第 １項 」とあ るの は「第 48条」と

読み替えるものとする。 

 

（家賃） （家賃） 

第 52条  第 49条の規 定による使用に 供される市営住宅の毎月 の

家賃は、第 14条第１項、第 30条第１項又は第 32条第１項 の規

第 52条  第 49条の規 定による使 用に 供される市営住 宅の 毎月の

家賃 は、第 14条 第１項若 しく は第４項、第 30条第 １項又は第
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定にかかわら ず、当該市営住宅の 入 居者の収入を勘案し 、か

つ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。 

32条第１ 項の 規 定にかか わら ず、当該市営住宅の 入居 者の収

入を 勘案し、かつ、近傍同種 の住 宅 の家賃以下で市長 が 定め

る。 

２・３ （略） 

 

２・３  （略）  

 

（準用） （準用） 

第 53条  第 49条の規 定による市営住 宅の使用については、第 50

条から前条ま でに定めるもののほ か 、第４条、第５条、 第８

条から第 13条 まで、第 16条から第 27条まで、第 35条か ら 第 41

条まで及び第 63条の規定を準用す る 。この場合に おいて、第

８条第１項中 「前２条」とあるの は 「第 51条」と、第 17条第

１項中「第 31条第１項又は第 36条第１項」と あるのは「 第 36

条第１項」と 、第 35条第１項中「 第 14条第１ 項、第 30条 第１

項 若 し く は 第 32条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 家 賃 の 決 定 、 第 16条

（第 30条第３項又は 第 32条第３項において準 用する場合 を含

む。）の規定 による家賃若しくは 金 銭の減免若しくは徴 収の

猶予、第 18条 第２項の規定による 敷 金の減免若しくは徴 収の

猶予、第 31条 第１項の規定による 明 渡しの請求、第 33条 の規

定によるあっ せん等又は第 37条の規定による 市営住宅へ の入

居の措置」と あるのは「第 52条の規定による 家賃の決定 」と

読み替えるものとする。 

 

第 53条  第 49条の規 定による市 営住 宅の使用につい ては 、第 50

条か ら前条までに定めるもの のほ か 、第４条、第５条 、 第８

条か ら第 13条 ま で、第 16条か ら第 27条ま で、第 35条から 第 41

条ま で及び第 63条の 規定 を準用す る。この場 合に おいて、第

８条 第１項中「前２条」とあ るの は 「第 51条」と 、第 17条第

１項 中「第 31条 第１項又 は第 36条 第１項」と ある のは「第 36

条第 １項」と、第 35条第 １項中「 第 14条 第１ 項若しく は第４

項、 第 30条第 １ 項若しく は第 32条 第１項の規 定に よる家賃の

決定 、第 16条 （ 第 30条第３項 又は 第 32条 第３項に おい て準用

する 場合を含む。）の規定に よる 家 賃若しくは金銭の 減 免若

しく は徴収の猶予、第 18条第２項 の規定によ る敷 金の減免若

し く は 徴 収 の 猶 予 、 第 31条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 明 渡 し の 請

求、 第 33条の 規 定による あっ せん等又は第 37条の 規定による

市営 住宅への入居の措置」と ある の は「第 52条の 規定 による

家賃の決定」と読み替えるものとする。  

 

 


